
※契約前の手付金等も☓

※要写真撮影

※耐震診断済みであり、耐震性が無いことが判明していることが前提となります。

※改修の実績報告時に、補強計画の費用と改修費用がそれぞれ分かるようにしてください。

※各書類を提出する際に、添付書類の漏れにご注意ください。

※補助金の性質上、年度末（3月初週）までに請求書の提出ができない見通しである場合は、

　補助金をお断りさせていただくことがあります。
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新築、改修、解体等 完了契約金の支払い

領収書を受取り

各業者と契約を締結

補助金交付申請

着手届の提出

※契約前に提出

※交付決定以前の契約は☓

受付・審査

交付申請書類の提出 ※約１週間

補助金交付決定

交付決定通知書を交付

請求書の提出 ※約半月

引き渡し

実績報告 受付・審査

実績報告書の提出 ※約１週間

補助金額確定

額確定通知書を交付

補助金の請求 補助金交付手続き

耐震改修・建替え・除却　申請の流れ

申請者 各業者 さくら市 都市整備課

受領・内容確認

補強計画の実施

※契約は補強計画のみ

補強計画を策定

（診断結果に基づいたもの）


